
○
現

行
、

サ
テ

ラ
イ

ト
型

の
養

護
老

人
ホ

ー
ム

を
設

置
す

る
と

き
は

、
本

体
施

設
は

病
院

、
介

護
老

人
保

健
施

設
、

診
療

所
の

み
と

さ
れ

て
お

り
、

養
護

老
人

ホ
ー

ム
を

本
体

施
設

と
す

る
こ

と
は

認
め

ら
れ

て
い

な
い

。

○
養

護
老

人
ホ

ー
ム

を
本

体
施

設
と

す
る

サ
テ

ラ
イ

ト
型

養
護

老
人

ホ
ー

ム
の

設
置

を
認

め
て

ほ
し

い
。

サ
テ

ラ
イ

ト
型

養
護

老
人

ホ
ー

ム
の

設
置

基
準

の
見

直
し

に
つ

い
て

提
案

の
概

要

○
サ

テ
ラ

イ
ト

型
養

護
老

人
ホ

ー
ム

は
、

介
護

療
養

病
床

の
廃

止
に

伴
う

転
換

整
備

の
一

環
と

し
て

、
本

体
施

設
の

要
件

を
病

院
や

介
護

老
人

保
健

施
設

、
診

療
所

と
し

た
も

の
で

あ
り

、
軽

費
老

人
ホ

ー
ム

な
ど

他
の

施
設

に
も

同
様

の
要

件
を

有
す

る
も

の
が

あ
る

。

○
こ

の
た

め
、

当
提

案
に

つ
い

て
は

、
養

護
老

人
ホ

ー
ム

に
お

け
る

今
後

の
果

た
す

べ
き

役
割

を
視

野
に

入
れ

つ
つ

、
他

の
施

設
類

型
と

の
比

較
の

必
要

性
も

踏
ま

え
、

関
係

団
体

や
自

治
体

等
関

係
者

の
意

見
を

幅
広

く
聴

取
し

な
が

ら
検

討
を

行
い

、
平

成
２

９
年

度
中

に
結

論
を

得
る

こ
と

と
し

、
そ

の
結

果
に

基
づ

い
て

必
要

な
措

置
を

講
ず

る
こ

と
と

す
る

。

厚
生

労
働

省
と

し
て

の
考

え
方

co979734
テキストボックス
重点番号６：サテライト型養護老人ホームの設置基準の見直し（厚生労働省）



１
．
制
度
の
⽬
的

２
．
制
度
の
概
要

３
．
整
備
費
・
運
営
費

養
護
⽼
⼈
ホ
ー
ム
の
概
要

（
H

26
.1

0現
在

※
詳
細
票
が
回
収
で
き
た

施
設
の
み
）

○
65
歳
以
上
の
者
で
あ
っ
て
、
環
境
上
の
理
由
及
び
経
済
的
理
由
に
よ
り
居
宅
に
お
い
て
養
護
を
受
け
る
こ
と
が
困
難
な
者
を
⼊
所
さ
せ
、

そ
の
者
が
⾃
⽴
し
た
⽇
常
⽣
活
を
営
み
、
社
会
的
活
動
に
参
加
す
る
た
め
に
必
要
な
指
導
及
び
訓
練
そ
の
他
の
援
助
を
⾏
う
措
置
施
設
。

（
⽼
⼈
福
祉
法
第

20
条
の
４
）

○
設
置
に
当
た
っ
て
は
、
市
町
村
は
都
道
府
県
知
事
へ
の
届
出
、
社
会
福
祉
法
⼈
は
都
道
府
県
知
事
の
認
可
が
必
要
。

（
措
置
の
理
由
）

・
環
境
上
の
理
由
と
は
、
家
族
や
住
居
の
状
況
な
ど
か
ら
、
そ
の
者
が
現
在
置
か
れ
て
い
る
環
境
の
下
で
は
、
居
宅
に
お
い
て
⽣
活
す
る
こ
と

が
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合

・
経
済
的
理
由
と
は
、
本
⼈
の
属
す
る
世
帯
が
⽣
活
保
護
を
受
け
て
い
る
か
、
市
町
村
⺠
税
の
所
得
割
を
課
さ
れ
て
い
な
い
場
合
等

（
措
置
の
理
由
）

・
環
境
上
の
理
由
と
は
、
家
族
や
住
居
の
状
況
な
ど
か
ら
、
そ
の
者
が
現
在
置
か
れ
て
い
る
環
境
の
下
で
は
、
居
宅
に
お
い
て
⽣
活
す
る
こ
と

が
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合

・
経
済
的
理
由
と
は
、
本
⼈
の
属
す
る
世
帯
が
⽣
活
保
護
を
受
け
て
い
る
か
、
市
町
村
⺠
税
の
所
得
割
を
課
さ
れ
て
い
な
い
場
合
等

○
施
設
数
等

・
施
設
数

９
１
７
施
設

・
定
員
数

６
２
，
３
９
３
⼈

・
⼊
所
者
数

５
６
，
９
６
３
⼈
（
⼊
所
率

９
１
．
３
％
）

○
利
⽤
対
象
者

・
市
町
村
が
設
置
す
る
「
⼊
所
判
定
委
員
会
」
に
よ
り
、
⼀
定
の
基
準
に
基
づ
き
、
措
置
の
要
否
を
判
定

○
⾯
積
基
準

・
10

.6
5㎡
以
上

○
地
⽅
公
共
団
体
へ
税
源
を
移
譲
し
て
お
り
、
原
則
と
し
て
、
養
護
⽼
⼈
ホ
ー
ム
の
運
営
費
及
び
整
備
費
（
定
員

30
⼈
以
上
の
施
設
）
は
、

地
⽅
公
共
団
体
が
補
助
を
⾏
う
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。

○
国
と
し
て
は
、
以
下
の
経
費
に
つ
い
て
地
域
医
療
介
護
総
合
確
保
基
⾦
に
よ
る
⽀
援
を
⾏
っ
て
い
る
。

・
「
⼩
規
模
な
養
護
⽼
⼈
ホ
ー
ム
（
定
員

29
⼈
以
下
）
」
の
整
備
費
⽤
及
び
開
設
準
備
経
費

・
「
広
域
型
の
養
護
⽼
⼈
ホ
ー
ム
（
定
員

30
⼈
以
上
）
」
の
開
設
準
備
経
費



○
指

定
小

規
模

多
機

能
型

居
宅

介
護

の
居

間
及

び
食

堂
を

、
介

護
予

防
・

日
常

生
活

支
援

総
合

事
業

の
交

流
ス

ペ
ー

ス

と
し

て
共

用
で

き
る

よ
う

に
す

る
。

指
定

小
規

模
多

機
能

型
居

宅
介

護
の

居
間

及
び

食
堂

の
共

用
に

関
す

る
規

制
緩

和
に

つ
い

て

提
案

の
概

要

○
指

定
地

域
密

着
型

サ
ー

ビ
ス

の
事

業
の

人
員

、
設

備
及

び
運

営
に

関
す

る
基

準
（

平
成

1
8
年

厚
生

労
働

省
令

第
４

号
）

に
お

い
て

、
指

定
小

規
模

多
機

能
型

居
宅

介
護

事
業

所
の

居
間

、
食

堂
等

の
設

備
に

つ
い

て
は

、
専

ら
そ

の
事

業

の
用

に
供

す
る

も
の

で
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
旨

を
規

定
し

て
お

り
、

上
記

基
準

の
解

釈
通

知
に

お
い

て
、

指
定

小
規

模

多
機

能
型

居
宅

介
護

事
業

所
の

居
間

及
び

食
堂

は
、

介
護

予
防

・
日

常
生

活
支

援
総

合
事

業
の

交
流

ス
ペ

ー
ス

と
共

用

す
る

こ
と

は
で

き
な

い
旨

を
示

し
て

い
る

も
の

で
あ

る
。

○
た

だ
し

、
上

記
基

準
の

た
だ

し
書

き
に

お
い

て
、

利
用

者
に

対
す

る
サ

ー
ビ

ス
の

提
供

に
支

障
が

な
い

場
合

は
こ

の

限
り

で
は

な
い

こ
と

と
規

定
し

て
お

り
、

事
業

所
の

通
い

サ
ー

ビ
ス

の
利

用
定

員
が

少
な

い
場

合
な

ど
、

指
定

小
規

模

多
機

能
型

居
宅

介
護

事
業

所
の

居
間

及
び

食
堂

と
し

て
の

機
能

を
十

分
に

発
揮

し
得

る
と

判
断

で
き

る
場

合
に

ま
で

、

一
律

に
共

用
す

る
こ

と
を

認
め

な
い

と
い

う
趣

旨
で

は
な

い
こ

と
か

ら
、

解
釈

通
知

に
つ

い
て

必
要

な
見

直
し

を
検

討

し
、

今
年

度
中

に
改

正
・

周
知

す
る

こ
と

と
し

た
い

。

※
該

当
部

分
は

参
酌

す
べ

き
基

準
で

あ
る

た
め

、
現

行
制

度
に

お
い

て
も

、
自

治
体

が
基

準
を

参
酌

し
た

上
で

、
小

規

模
多

機
能

型
居

宅
介

護
事

業
所

の
居

間
及

び
食

堂
を

交
流

ス
ペ

ー
ス

と
共

用
す

る
取

扱
を

行
う

こ
と

は
可

能
。

厚
生

労
働

省
と

し
て

の
考

え
方

1
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小
規

模
多

機
能

型
居

宅
介

護
の

概
要

利
用
者
の
自

宅

在
宅
生
活
の
支
援

様
態
や
希
望
に
よ
り
、

「訪
問
」

小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所

「
訪
問
」

人
員

配
置

は
固

定
に
せ
ず
、
柔
軟
な
業

務
遂

行
を
可

能
に
。

様
態
や
希
望
に
よ
り
、

「
泊

ま
り
」

○
１
事

業
所

の
登

録
定

員
は

2
9
名

以
下

○
「
通
い
」
の
利
用
定
員
は
登
録

定
員
の
2
分
の
1
～
1
5
名
の
範
囲

内
（
一

定
の

要
件

を
満

た
す
場

合
は
最
大
1
8
名
）

○
「
泊
ま
り
」
の
利
用
定
員
は
通
い

の
利
用
定
員
の
3
分
の
1
～
9
名

の
範
囲
内

「
通

い
」
を
中

心
と

し
た

利
用

○
居

間
及

び
食

堂
は

機
能

を
十
分
に
発
揮
し
う
る
適
当
な
広

さ

○
泊
ま
り
は
４
．
５
畳
程
度
で

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
が
確
保
で
き
る
し

つ
ら
え

○
介
護
・
看
護
職
員

日
中
：
通
い
の
利
用
者

３
人

に
１
人

＋
訪

問
対

応
１
人

夜
間
：
泊
ま
り
と
訪
問
対
応
で

２
人

（
１
人

は
宿

直
可

）

○
介

護
支

援
専

門
員

１
人

○
要

介
護

度
別

の
月

単
位

の
定

額
報

酬

《
利

用
者

》
《
設

備
》

《
人

員
配

置
》ど

の
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
て
も
、
な
じ
み
の
職
員
に
よ
る
サ
ー

ビ
ス
が
受
け
ら
れ
る
。

運
営
推
進
会
議

利
用
者
、
利
用
者
の
家
族
、
地
域
住
民
、

市
町
村
の
職
員
、
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

の
職
員
等
に
よ
る
会
議
に
お
い
て
、
お
お
む

ね
２
月
に
１
回
以
上
、
活
動
状
況
等
に
つ
い

て
協

議
・
報

告
・
評

価
を
行

う
。

○
外
部
の
視
点
の
評
価
に
よ
る
地
域
に

開
か
れ
た
サ
ー
ビ
ス

○
サ
ー
ビ
ス
の
質
の
確
保

「
通

い
」

を
中

心
と

し
て

、
要

介
護

者
の

様
態

や
希

望
に

応
じ

て
、

随
時

「
訪

問
」

や
「

泊
ま

り
」

を
組

み
合

わ
せ

て
サ

ー
ビ

ス
を

提
供

す
る

こ
と

で
、

中
重

度
と

な
っ

て
も

在
宅

で
の

生
活

が
継

続
で

き
る

よ
う

支
援

す
る

た
め

、
小

規
模

多
機

能
型

居
宅

介
護

が
創

設
さ

れ
た

（
平

成
１

８
年

４
月

創
設

）
。



（
資
料
出
所
）
厚
生
労
働
省
「
介
護
給
付
費
実
態
調
査
」
（
各
年
4，

10
月
審
査
分
）
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事
業

所
数

の
推

移

事
業
所
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00

30
,0
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0,
00
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10

H2
5.
4

H2
5.
10

H2
6.
4

H2
6.
10

H2
7.
4

H2
7.
10

利
用

者
数

の
推

移

利
用
者
数
の
推
移 18
.0
 

17
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18
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18
.3
 

18
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18
.3
 

18
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18
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10
.0
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H2
7.
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1事
業

所
あ
た
り
利

用
者

数
の

推
移

小
規

模
多

機
能

型
居

宅
介

護
の

実
施

状
況



指
定

地
域

密
着

型
サ

ー
ビ

ス
に

関
す

る
基

準
に

つ
い

て

◎
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
⼈
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
18
年
厚
⽣
労
働
省
令
第
34
号
）

（
設

備
及

び
備

品
等

）
第

六
十
七
条

指
定

小
規

模
多

機
能

型
居

宅
介

護
事

業
所

は
、
居

間
、
食

堂
、
台
所
、
宿

泊
室

、
浴
室
、
消

火
設

備
そ
の

他
の

非
常

災
害

に
際

し
て
必

要
な
設
備
そ
の

他
指

定
小

規
模

多
機
能
型

居
宅
介
護
の
提
供
に
必
要
な
設
備
及
び
備
品
等
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
前
項
に
掲
げ
る
設
備
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
居

間
及

び
食

堂
居

間
及

び
食

堂
は

、
機

能
を
十

分
に
発

揮
し
う
る
適

当
な
広

さ
を
有
す
る
こ
と
。

二
宿
泊
室

イ
～

ニ
（
略

）
３

第
一
項
に
掲
げ
る
設
備
は
、
専
ら
当
該
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
の
事
業
の
用
に
供
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
利
用
者
に
対
す
る
指
定

小
規
模
多
機
能
型
居
宅

介
護

の
提

供
に
支

障
が

な
い
場

合
は
、
こ
の

限
り
で
な
い
。

４
・
５

（
略
）

4

◎
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
及
び
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
基
準
に
つ
い
て
（
平
成
18
年
３
⽉
31
⽇
付
け
課
⻑
通
知
）

第
三

．
地

域
密

着
型

サ
ー
ビ
ス

四
．
小

規
模

多
機

能
型

居
宅

介
護

３
．
設

備
に
関

す
る
基

準
（
２
）
設

備
及

び
備

品
等

（
基
準

第
6
7
条

）
④

指
定
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
事
業
所
の
居
間
を
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
の
居
間
と
し
て
共
用
す
る
こ
と
は
、
指
定
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
事
業
所
の
居
間
は

入
居
者
の
生
活
空
間
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
基
本
的
に
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
の
居
間
と
の
共
用
は
認
め
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
事
業
所
が
小
規

模
で
あ
る
場

合
（
指

定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
の
通
い
サ
ー
ビ
ス
と
指
定
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
事
業
所
の
定
員
の
合
計
が
15

名
以

下
で
あ
る
場

合
）
な
ど
で
、
指

定
認

知
症

対
応

型
共

同
生
活
介
護
事
業
所
の
居
間
と
し
て
必
要
な
も
の
が
確
保
さ
れ
て
お
り
、
か
つ
、
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
の
居
間
と
し
て
機
能
を
十
分
に
発
揮
し
う
る
適
当
な
広
さ
を
有
し
て
い
る
場
合

は
、
共

通
と
し
て
も
差

し
支

え
な
い
。
ま
た
、
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
の
居
間
及
び
食
堂
を
指
定
通
所
介
護
等
の
機
能
訓
練
室
、
食
堂
及
び
法
第
11

5条
の
45

第
1項

に
規

定
す
る

介
護

予
防

・
日
常

生
活

支
援

総
合
事

業
の

交
流

ス
ペ
ー
ス
と
し
て
共

用
す
る
こ
と
は

認
め
ら
れ

な
い
が

、
浴
室
、
ト
イ
レ
等
を
共
用
す
る
こ
と
は
差
し
支
え
な
い
。
な
お
、
指
定
通
所
介
護
事
業
所

等
の
浴
室
を
活
用
す
る
場
合
、
当
該
指
定
通
所
介
護
事
業
所
等
の
利
用
者
が
利
用
し
て
い
る
時
間
帯
に
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
の
利
用
者
が
利
用
で
き
な
い
取
扱
い
と

す
る
な
ど
画
一
的
な
取
扱
い
は
行
わ
な
い
こ
と
。
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